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5．実施スケジュール   

平成21年3月上旬  提案書配布  

6月19日 提出締め切り、重複・薬事法などの確認  

7～9月  ワーキンググループによる評価  

10月以降1次評価終了、医療技術評価分科会にて2次評価  

評価結果を中央社会保険医療協銭金基本問題′巨委員会に  

報告   

次期診療報酬改定に向けた医療技術の評価・再評価に係る  

評価方法等について（臭）  

盛夏   

次期診療報酬改定に向けた新規医療技術の評価及び既存技術の再評価を実施するにあ   

たり、当分科会において評価方法等について検討する。   

医療技術評価分科会においては、平成15年度より学会等に技術評価希望書の投出を   

求め、医療技術評価の参考にしてきたところであるが、平成20年度改定においては、   

臨床医を中心としたワーキンググループによる一次評価及び当分科会における二次評価   

を行い、中央社会医療協議会基本問題小委員会へ報告した。次期改定においても、平成   

20年度改定と同様に下記のとおり実施してはどうか。  

1．分科会における評価対象技術  

分科会における評価対象技術は、原則、医科学療報酬点数表第2章鱒掲診療科盈旦   

部（在宅医療）から第13部（病理診断）、又は歯科診療報酬点数表第2章特掲診療科   

第2部（在宅医療）から窮14都（病理診断）に該当する技術として評価されている  

又はされることが適当な医療技術とする。  

2．分科会において評価対象とする評価提案書  

以下の学会から提出された評価提案蓄（別紙）について評価を実施する。  

○ 日本医学会分科会、内科系学会社会保険連合、外科系学会社会保険委員会連合、   

日本歯科医学会分科会（認定分科会含む）の何れかに属する学会、日本薬学会、並びに   

看護系学会等社会保険連合  

3．評価方法  

評価は2段階で実施する。  

（1次評価〉臨床医を中心としたワーキンググループを設置し、専門的観点から当該技術に  

係る評価を実施。技術評価分科会の委員はいずれかのワーキンググループに  

属する。ワーキンググループは原則非公開とする。  

（2次評価）■1次評価結果において高く評価された一定数以上の技術を対象に、医療技術  

評価分科会全体会合において、より幅広い観点から評価を実施。  

4．評価結果の取り扱い  

評価結果は中央社会保険医療協議会基本問題小委員会に報告する。  
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医療技術評価提案書（保険未収載技術用）【詳細版】  

申請団体名  医療技術評価提案書（保険未収載技術用）【概要版】  
申請団休名  代表者名  

提出年月日  平成21年 月 日  
※ 憮版に排した糊lの甘暮、軌  

抜出年月日  平成2t年ご月ご：日  
※．細こ艶こ佗血き九てい ふ蹴霹聾壬することな、く．・空■を』める融で僚艦すること． ■州こはt壇しないこと   

※ 必辛が挑も淋のデータを用いることも可能．   

技術名  

技術の概要  

対た疾患名  

保検収覿の必貫憶のポイント  

【評価項目】   

①有効性  
・治癒率・死亡率・00Lの改善等  

・学会のガイドライン等   エビデンスレベル：l11川IV V Vl   
・エビデンスレベルの明確化   ■土ビデンスレベルについ七は別紙参照ゐ上記絶するこ＝と   

②安全性  
・副作用専のリスクの内容と頻度  

③普及性  
・年間対象患者数  
・年Ⅶ実施国数等   

塵Ⅶ対土崩音数  
年Ⅶ実施回数 

人  

④技術の成熟度  
・学会等における位置づけ 
・難易度（書門性・■甜等）  

⑥倫理性・社会的妥当性  
（間瑠点があれl鋤）  

⑥妥当と思われる棚の区分  C在宰・D検査・E画像・1F投薬・G注射・Hリハビl／・l精神・J処置・K手術・   
（1つと○）   」麻酔・M放射針山病理・その他   

妥当と思われる点数及びその根拠  点数      盲‾   
（斬毀の場合）  

⑦代替する保険既収載技術との比較，  無・有  
（当該技術の導入により代替する  

ことが予想される既収載技術）   （区分番号と技術名  ）   

・効果（安全性専を含む）の比較  

・兼用の比較  

鞘珊モのものカⅦであっても、すでに刷物膚の中で匪められているものについて軋「酬技術用jを用いること．   

技術名  

技術の概要  

対象痍息名  

保険収敲の必手性のポイント  

【評価項目】   
①有効性  
・治癒率・死亡率・∞Lの改善等  

・学会のガイドライン等   エビデンスレベル：llI＝lV V Vl   
・エビデンスレベルの明確化   書エビデンスレベルについては別紙蓼照の上記戴すること   

②安全性  
・副作用等のリスクの内容と頻度  

③普及性  
・洋間対象患者数   卓W対生患者数 

・年間実施国数等   年蘭安施屈数 
人  

④技術の成熟度  
個  

・学会等における位置づけ  
・難易度（専門性・脚専）  

⑤倫理性・社会的妥当性  
（Ⅶ点が机皿）  

⑥妥当と息われ尉紗腋報酬の区分  C在宅て！二q検査二・・E画像■もF農薬iG注射・Hリハビリ・用榊・J処せ・K手術・  －二   
ぞ（1？う1主○）た   L藤一瑞適疎胞1 

妥当と思われる点数及びその根拠  点数      点   

（新設の場合）  

当該技術の導入より代替される醐技術  
⑦代替する保朕既収敲技術との比較  

（区分番号と技術名  

無・有  
）   

・効果（安全性専を含む）の比較  

・費用の比較  

⑧予想される医療費への影響や軸畔   
円 畑■滅  

相加と妃載されたことにより技術への騨価が変わるものではない   

（脚出の根拠をl甜する。）  
・予想される当該技術に係る医療井  
・当該技術の保険収載に伴い減少が予  
鱒される医療費  
（費用一助果分析などの経済評価  
を実施していれl珊可）  

⑨その他  



⑧予憩される医療薫への影響こ座間）   予魚影響額  円 増・滅  

＊増力ロと記戯されたことにより技術への評価が変わるものではない   

（脚出の根拠を記載する。）  

・予想される当該技術に係る医療費  
・当蛾技術の保検収戴に伴い減少が予  
惣される医療費  

（費用一効果分析などの経済評価を実  

施していれl珊可）  

⑨当該技術の海外における公的医療  
保膜（医療保陳）への収獣状況  

0．把捜していない   

その他  

関係学会、代表的研究者等  

担当者、連絡先（住所、耶舌番号、  
ファックス番号、E－一仙lし）  

①当舘技術に医薬品を用いる場合、∵その昔な号の’の内容を記載  
＊ 薬事法内容等不明な場合は添付文書を読むか、製造販売会社等に問い合わせること。  

名称（販売名、一般名）  薬事法の   薬事法の「使用日的、効能又惇  薬価収載（保険収  

承詑の有無  効果」   敲）の有無  

有・無 有・無  

（承諾番号   

有ゝ’i一無 有・無  

（承認番号   

有・無  有1無  
（承認番号   

有・韓  有・無   

（承認番号  

⑫当該技術に医療機器を用いる坤合、その主なものの内容を記敲  
＊ 薬事法内容等不明な一場合は削寸文書を読むか、製造販売会社等に問い合わせること。  

名称、（販売名、－  薬事法の  薬事法の「使用日的、  鱒険収載  特定保険医熊村料   
股名）   承言忍の有無▼  効能又は効果イ   ll ＝ ＝：  

有＝・1粁  有．・無  該当・非該当  
（承認書号  

番号：  

名称：  

価格：  

有・無 有・無  抜当・非旗当   
（承認書号  

番号∴  
冬称：  

価格ニ  

有・無  有・無  該当・非該当  
（承認番号  

番号：  

名称：  

価格：  

有・無  有・無  抜当・非該当   

（承認番号  

寺号：  

名称：  

価格：  
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医療技術再評価提案書 く保険既収載技術用）  

申請団体名  

代表者名  

提出年月日  ヰ成21年 月、、′日  保険未収載技術 一次評価 評価票  
※ 菊組頭こl己艦されtい  ことなく十重■馨■める形でI已義し：・1故に｛めること．‘柵，lに  

ロ⊥ロビ」〉q買  

丼 甜モのものが断放であっても、すでに僻酬の中で鮮肋られているものについて帆棚を用いること．  
※ 朗払t机欄外のチータを用いることも可．  

番号：  

評価対象技術  
評価者：  

評価結果  
技術名  

診療醐区分三（lうーこ○） 
C在官・′D検査・引酬トF投薬・G注射・Hリハビリ・I精神・J処置・K手術・  

L伸・M放射線・N病理・■々の他 

棚御書号  

技術の根葉  

1．算定要件の見直し鵬年、回数制限等） 2．点数の見直し（叫点）  
再評価区分  3．点数の見直し（減点） 4．保険収載の廉止  

5．その他く  ）   

具体的な内容  

【評価項眉】   
①再評価の理由  

G鱒及性のま化  象W対よ患者数の変化・－現在ぺi′：十・・≡・∴人丁車㍉イ∴ノ＋ ■人山婚・減・変化無し  

・年間対象患者数の変化  年Ⅶ拙数の変化・フ現軒二・ 人→ 人 増・濾・射ヒ無じ  

・年肌実施国数の変化等  

③予想される叫へ桝二（年Ⅶ）   予想排症  円 増・減   

（開算出の根拠を記載する．）  

・予想される当城技術の医療費  
・当該技術の保険収厳に伴い減少する  
と予想される医療費  

その他  

関係学会、代表的研究者専  

担当者  
連絡先（住所、電話番号、ファックス  
卒号、E一舶IL）  

評価項目  評価結果  

1，技術の有効性・成   

熟度（含むデータの   

賞・信頼度）につい   

て  

1 2 3 4 5  

（低 肛＝≒＞ 高）  

2．安全性・倫理性・  

社会的妥当性の観点  
から見た、保険収載  
の適切性について  

問題あり  問題なし  

3．普及性に係るデー  

タ等の妥当性につい  

て  

低   中   高  

1．先進医凛とすべき   

2，施設基申を脚ナるべき   

3，必要なし  

4．実施施設の限定に   
ついて  

（評価上の留意事項）  

・「1．技術の有効性・成熟度について」は、提案書①有効性及び④技術の成熟度に記載され   
た内容を、エビデンスレベル等のデータの質・信頼度も含め総合的に評価し、該当点数を○  
で囲むこと。   

・「2．安全性・倫理性・社会的妥当性の観点から見た、保険収載の適切性について」は、提   
案書③安全性及び⑤倫鐘性・社会的妥当性に記載された事項を評価し、保険収載の適切性に  
ついて問題あり・なしを判断すること。   

・「3．普及性に係るデータの妥当性について」は、提案書③普及性に記載された内容等につい  
て、臨床的観点からその妥当性を3段階（低、中、高）で評価し、該当項目を○で囲むこ一と。   

・r4．実施施設の限定について」は、提案キ④技術の成熟度等を踏まえ、当該技術は保険収載   
に至るにはまだ十分普及していないため先進医頑としての取扱いが妥当である、又は保険収   
載するにあたり施設基準等を用いた実施施股の限定が必要である、と判断した場合は、それ   
ぞれ1．又は2．（それ以外は3．）を○で囲むこと。   

・必要に応じて「コメント」欄にコメントを記載すること。  

なお、「事務局蘭載欄」は、事務局が捷案書記城内容の確認を行った際等に気づいた点につい   
て記載するものであり、評価に際しては参考として用いること。   

－■  



保険既収載技術 一次評価 評価票  保険未収載技術 二次評価 評価票  

番号：  

評価対象技術  
評価者：  

評価結果  

番号：  

評価対象技術  
評価者：  

評価結果  
評価項目   評価結果   コメント   事務局記載欄   

12345  

1．再評価の必要性・  

妥当性について  （低喧＞高）  

2．普及性に係るデー のつい   低  
タ妥当性にて  中   高  

評価項目  

1 2 3 4  5   

（低 Ⅸ＝＝：＞ 高）  

1．当該技術の保険収   

載に係る必要性・妥   
当性について  

1．先進医療とすべき   

2．施設基準を股けるべき   

3．必要なし  

2．実施施設の限定に   
ついて  

（評価上の留意事項）  

・「1．●当該技術の保険収載の必要性・妥当性について」は、一次評価の結果及び提案幸に記   
載された内容を総合的に評価し、該当点数を○で囲むこと。   

・特に、提案書⑥予想される医療費への影響については、影響額の多寡のみだけでなく、当該   
技術が保険収載されることにより国民の健康、保険財政等へもたらす影響を総合的に勘案  
し、評価を実施すること。   

・「2．実施施設の限定について」は、一次評価結果、捷農事③普及性、④技術の成熟度、⑤倫   
理性・社会的妥当性及び⑥予想される医療費への影響等を踏まえ、当該技術は先進医療とし   
ての取扱いが妥当である、又は保険収載するにあたり施設基準等を用いた実施施設の限定が   
必要である、と判断した場合は、それぞれ1．又は2．（それ以外は3．）を○で囲むこと。   

・必要に応じて「コメント」欄にコメントを記載すること。  

なお、「事務局記載欄Jは、事務局が捷案寄託載内容の確認を行った際等に気づいた点につい   
て記載するものであり、評価に際しては参考として用いること。  

（評価上の留意事項）  

・「1．再評価の必要性・妥当性について」は、提案春①再評価の理由を、データの質t信頼   
度も含め総合的に評価し、該当点数を○で囁むこと。   

・「2．普及性に係るデータの妥当性について」は、提案書②普及性の変化に記載された内容等   
について、鶴床的観点からその妥当性を3段階（低、中、高）で評価し、該当項目を○で囲  
むこと。  

・必要に応じて「コメント」欄にコメントを記載すること。  

なお、「事務局記載欄」は、事務局が提案書記載内容の確駆を行った際等に気づいた点につい   
て記載するものであり、評価に際しては参考として用いること。   



保険既収載技術 二次評価 評価票  

番号：  

評価対象技術  
評価者：  

評価結果  

評価項目  

1 2 3 4 5   

（低 旺：：：：＝：：：＞ 高）  

1．再評価の必要性・   

妥当性について  

（評価上の留意事項）  

・「1．再評価の必要性・妥当性について」は、一次評価の結果及び提案書に記載された内容   
を総合的に評価し、該当点数を○で囲むこと。   

・特に、提案書⑥予想される医療費への影響については、影響額の多寡のみだけでなく、当該   
技術が再評価されることにより国民の健康、保険財政等へもたらす影響を総合的に勘案し、   
評価を実施すること。   

・必要に応じて「コメント」珊にコメントを記載すること。  

なお、「事務局記載欄」は、事務局が提案書記載内容の確認を行った麒等に気づいた点につい   
て記載するものであり、評価に際しては参考として用いること。   

嘱■  
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米国の多様な健康保険制度  

三つの州（川ANAGEDCÅR【′肌DICÅRE′MEDICAID）  

・マネージドケア（管理医療、58％）  

・出来高払い保険（1左％）  

・メディケア（高齢者保険、13％）  

・メディケイド（低所得者保険、12％）  
・現役・退役軍人保険（0．1％）  

医師の技術料   

～米国のR8RVSの場合～  
中央社会保険医療協譲会  

委員・基山 孝正  

（山形大学医学部長）  

Y■mlg8t－Univ…lty  

・約4．700万人  

（米国民7人に1人）  

＼’－・¶・員＝・Univ・rli  

※％は対人口比  T．K■㍗m■  T．Kly・爪■  

ドクターフィー（医師収入）の保険別内訳  

四く 
→廼  

■◆」旦塑  

－◆呈旦墾  

→ユ旦塑  匹く≡  
5％  

民間保険の支払いもメディケアに準じている。  
Yim8ga†且U爪iv亡r5Ⅰツ  
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RBRVS（RESOUR⊂E－BASEDRELATIVEVALUESYST叫  
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WoRKRVU（狭義の医師技術料）の構成  

（ハーバード大学公衆衛生学教室の研究）  
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※pqr†Aがホスピタルフィー、Pqr†8がドクターフィー。  

○手技・処置ごとに3つの相対値（RVU）を設定  
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0支払額＝∑（RVUJX地域補正係軌）×転換係数  
Y■ml即t▲Unjver51ty  Y－m・帥1Univ打5i  

T．K▲y－m－  T・K・y■ma   
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なぜR8RV5が導入されたのか  WoRKRVUの具体的な算定方法  

0基準となる診療内容を1．0とした場合に、その診療内容   

が総合的にみて何倍負担になるかを医師パネルに尋   

ね※、その回答結果を平均して相対的な負担度を算出  

0異なる専門領域間の調整：10名程度の医師から写る医   

師パネルが協議によって、異なる領域間で仕事量がほ   
ぼ同じである医療行為を同定し、共通尺度化  

※当初の段階では、約2．000名の医師に個別に電話インタビューを実嵐Y▲叩ti  Y▲ml名山Univer叫′1  
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R8RVSによるドクターフィーの例（2009年）  

一一三瀧・一因田閂l彊臼  
腰椎椎間板手術  
⊂PTd3030  

（整形外科）  

脳動脈痛手術  
⊂PTdld98  

（脱神緯外科）  

＄89】．93  13．03   8．59  3．01  24．73   

12．54 1】3．18 ‡4．082．02  る9．45  31．19  

冠動脈ステント留置術  
⊂PT92980 （1本） 14．82  7．る占  

（循環器科）  

CÅ8¢くl本）  

CPT33510  34．87  14．49  

（心巌血管外科）  

l．03  23．51  事847．93  

4．41  53．77 ＄l．939．30   

※地域補正係数は省略、転換係数は＄36．0666  
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［出所］AMA，肋d血rg尺β月膵プ卯タ．・乃ビア妙！f血闇一仇娩，2009  
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米国の専門医の平均年収と平均就業時間  

脳神経外科医  

心臓内科医  

整形外科医  

l餌繊外科医  

＋船外科医  

一般内科医  

小児科医  

家庭  

5．35b万6．340  

5．248万0．290  

も123万3′740  

4．42る万る．970  

3．753万2．390  

1．92る万0′000  

1．797万0．古50  

1′712万0．000  

全国医師平均  3．210万0．000  

大学勤務医く全職位平均）   701万1，337  

公立病院勤務医  l′49る万4．504 

［出所】AMA【OW＄2000、＄1＝107円、大学勤務医は、山形大学・タイムスタディ調査（2009年1月24日  
～30日、n＝156）による。公立病院の総収入は、17固医療経済実態調査。週就業時間は、「医師需給に  
係る医師の勤務状況調査」による常勤病院勤務医の平均値。  
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